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１ はじめに 

 天草市議会では、平成２２年４月から議会改革調査特別委員会を設置し、今後の市議

会のあり方や議会改革に関する事項の調査・研究を行っております。また、平成２４年

３月に市民と議会の約束事を定めた議会基本条例を制定し、議会の活性化と市民に開か

れた議会を目指して、様々な議会改革に取り組んでいるところです。 

 このような中、令和５年度においては、議員定数及び議員報酬等に関する協議を行い、

また各常任委員会単位で各種団体等との意見交換会を実施する中で、市民からの意見を

聴取するとともに、議員定数等に関する市民アンケートを実施しました。 

本特別委員会では、今回の意見交換会における市民からの意見及び市民アンケートの

集計結果等を踏まえ、議員定数及び議員報酬に関する協議検討を進めてきましたので、

ここにその経過と結果について報告をいたします。 

 

 

２ 特別委員会の概要 

 【特別委員会の名称】 

  議会改革調査特別委員会 

 

 【委員数】 

  ８名 

 

【付議事項】 

 今後の市議会のあり方など議会改革に関する調査研究 

 

【設置】 

令和４年４月２５日開催の令和４年第４回天草市議会臨時会で再設置（議決） 

 

 【委員名簿】 

委員長 前田 正之 副委員長 柴田  誠 

委 員 若山 敬介 委 員 五嶋 善彦 

委 員 門口  徹 委 員 蓑田 庸子 

委 員 鯖江 達朗 委 員 栁田 光芳 
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３ 議員定数・議員報酬に関する協議経過（特別委員会等の開催状況） 

開催期日 主な協議事項等 

令和４年７月６日（第１回） 
・議会改革に関する協議経過について 

・今後の協議項目について 

令和４年９月２日（第２回） 
・協議項目の追加等について 

・その他 

令和５年３月２日（第５回） 
・これまでの協議結果について 

・行政視察について 

令和５年７月１４日（第６回） 
・協議検討資料について 

・行政視察について 

令和５年７月１９日 

～７月２１日（行政視察） 

・京都府亀岡市（議会改革の取組について） 

・滋賀県近江八幡市（議会改革の取組について） 

令和５年９月１２日（第７回） 
・各会派等での協議内容・意見について 

・市民意見の聴取方法について 

令和５年１１月１３日（第８回） 
・各会派等の現時点での意向について 

・市民意見の聴取方法について 

令和６年１月１８日（第９回） 

・議会報告会・意見交換会の内容等について 

・議員定数等に関する市民アンケート調査の 

内容等について 

令和６年１月下旬 ～ ２月上旬 
・各種団体等と市議会との意見交換会の実施

（各常任委員会単位で開催） 

令和６年３月６日（第１０回） 

・意見交換会における市民意見について 

・議員定数等に関する市民アンケート調査の 

集計結果について 

・今後の協議スケジュールについて 

令和６年３月１２日（第１１回） 
・各会派等での協議結果について 

・特別委員会の取りまとめについて 

令和６年４月２４日（第１２回） 
・議員定数及び議員報酬に関する報告書案に 

ついて（特別委員会報告書案の策定） 

令和６年５月２８日（全員協議会） 
・議員定数及び議員報酬に関する報告書案に 

ついて（議員全員で協議・調整） 

令和６年６月２４日（議会運営委員会） 
・議員定数及び議員報酬に関する報告書案に 

ついて（最終協議・決定） 
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４ 協議結果 

 ⑴ 議員定数について 

 

なお、令和５年度に実施した市議会と市民との意見交換会参加者を対象に実施

した議員定数等に関する市民アンケート調査では、現在の議員定数（２６人）に

ついて尋ねたところ、「適当」が６９人（５８％）、「多い」が２８人（２４％）、

「わからない」が１７人（１４％）、「少ない」が５人（４％）と現在の議員定数

を「適当」と回答した方が半数以上を占める結果となった。 

※ アンケート結果の詳細は資料編Ⅷに掲載 

 

【特別委員会での主な意見（要旨）】 

➢ 議員定数については、周辺部からすると定数削減により議員がいなくなる

可能性もあるため、現状を維持すべきと考える。 

➢ 人口が減少している中ではあるが、議員定数については、行政のチェック

機能などの役割や地域のバランス等を踏まえ、現状維持が適当と考える。 

➢ 本市の議員定数は、類似団体との比較では多いと思われるが、本市の面積

や地域の均衡などを考慮すると、現状維持が適当と考える。 

➢ 議員定数は、議会自らで改革すべきものと捉えており、人口減少や類似団

体との比較などを踏まえ、２名程度の削減はやむなしと考える。 

➢ 議員定数は現状維持。本市の広さで市全体の意見を反映するとなれば、定

数削減は考えられない。 

➢ 本市の面積や人口を考慮し、地域の声を拾うためには、議員定数は現状を

維持すべきと考える。 

➢ 議員定数については、様々な意見があり、定数２名削減とする意見や現状

維持との意見がある。 

人口減少や少子高齢化が進行する中、市議会には、地域の声を市政及び議

会活動に反映させ、政策形成・提言機能や監視・評価機能を十分に果たすこ

とが求められており、これまでの議論や市民アンケートの結果等を踏まえ、

議員定数については、「現状維持」とすることが適当であると結論付けた。 

しかしながら、今後も本市における人口の推移や財政状況、他団体の議員

定数、議員のなり手不足（無投票）等の状況の変化等を踏まえ、議員定数の

妥当性の検証等を行い、議会改革に継続的に取り組んでいくこととする。 



 

- 4 - 
 

 

⑵ 議員報酬について 

 

  【特別委員会での主な意見（要旨）】 

➢ 議員報酬については、議員自らで決めるものではないと考えるため、第三

者機関である特別職報酬等審議会の判断に委ねたい。 

➢ 本市の議員報酬は、合併以降２０年近く据え置きが続いており、議員の役

割と責任を考慮すると、その報酬は見直すべき時期にきていると考える。 

➢ 議員のなり手不足が課題となっている中で、行政改革に挑む若手議員を増

やすためにも生活できる議員報酬にすべきと考える。 

➢ 若い人材の立候補を促すためにも、議員報酬の引上げ（荒尾市並み）は必

要と考える。またその算定にあたっては、市長の給与を基準として算定す

るなど、一定の基準を設けてはどうかと考える。 

➢ 議員報酬は、賃上げや社会経済情勢の変化、また若い人が立候補しやすい

環境などを踏まえ、１割程度の増額は必要と考える。 

➢ 議員定数を削減して、その分議員報酬を増額しても、議会費の歳出総額は

これまでと変わらないものと考える。 

➢ 色んな年代が立候補しやすい環境づくりが必要であり、また議員報酬の引

上げについては、市民の理解が不可欠である。 

➢ 議員報酬は現状を維持すべきと考えるが、議会活動を市民へ伝える機会を

増やすなど、議会に対する市民の理解促進を図る取組も必要と考える。 

議員報酬については、令和元年度に開催された天草市特別職報酬等審議会

において「現行の額に据え置くことが適当」との答申がされており、また、

その開催頻度について「少なくとも市長及び議員の任期である４年に１回は

開催することが適当である」との意見が付されている。 

特別委員会では、議員定数と併せて様々な観点から議論を重ねてきたが、

議員報酬については、本審議会の答申を尊重すべきとの結論に至った。 

なお、今後も様々な要素を踏まえ慎重に審議されることを期待するが、多

様化・複雑化する地域の課題解決に向けて、議会がその役割を果たしていく

ためには、女性や若者等の多様な人材の参画及び環境整備が重要と考える。 

議員報酬については、議会の活動状況等を踏まえ、市民の理解を得ながら、

議会・議員活動に専念できる報酬水準の確保が必要ではないかと考える。 


























































